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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表地層、中間層、遮熱層からなる耐熱性防護服であって、該遮熱層が下記（１）～（３
）の要件を同時に満足し、且つ防護服の、ＪＩＳ　Ｌ　Ａ－４法に規定する残炎が２秒以
内、ＩＳＯ６９４２に規定する耐輻射熱試験において、センサー温度が２４℃上昇するま
での時間ＲＨＴＩ２４が１８秒以上であることを特徴とする耐熱性防護服。
（１）遮熱層がアラミド繊維とポリエステル繊維を含み、その混合割合が６０／４０～９
５／５である。
（２）ポリエステル繊維の、アラミド繊維による被覆率が５０％～９０％である。
（３）ＪＩＳ　Ｌ　１０１８（有毛編物用）に規定する厚みが２ｍｍ以上である。
【請求項２】
　防護服の目付けが４２０～５２０ｇ／ｍ２である請求項１記載の耐熱性防護服。
【請求項３】
　アラミド繊維が、メタ系アラミド繊維とパラ系アラミド繊維が８０／２０～９５／５の
割合で含まれてなるアラミド繊維である請求項１記載の耐熱性防護服。
【請求項４】
　表地層が、パラ系アラミド繊維を含み、該パラ系アラミド繊維の混合比率が、該表地層
を構成する全繊維重量に対して１～７０重量％である請求項１記載の耐熱性防護服。
【請求項５】
　中間層が、透湿防水層を有する請求項１記載の耐熱性防護服。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐熱性防護服に関し、さらに詳しくは、耐薬品性及び透湿防水性に優れるだ
けでなく、高遮熱性と軽量性、また柔軟性を有する耐熱性防護服に関する。
【背景技術】
【０００２】
　消防士が消火作業中に着用する耐熱防護服を構成する繊維としては、アラミド繊維、ポ
リフェニレンスルフィド繊維、ポリイミド繊維、ポリベンズイミダゾール繊維などの難燃
性の有機繊維からなる布帛に輻射熱を防止する目的から金属アルミニウム等をコーティン
グあるいは蒸着等により、表面加工したものが多く使用されている。近年この輻射熱の防
止も非常に重要な特性となってきており、消防隊用防護服の最低性能要件を定めた国際基
準ＩＳＯ１１６１３のアプローチＡには、耐火炎試験（ＩＳＯ９１５１）、耐輻射熱試験
（ＩＳＯ６９４２）の要求性能がそれぞれ１３秒以上と１８秒以上と記載されている。
【０００３】
　また、耐熱性だけでなく、夏場の作業でのヒートストレスによる熱射病等を予防するた
め、近年では、内層にアイスパックを使用したり、縫製にて通気性を確保するという手段
が用いられている。中でも、軽量化はヒートストレスを軽減する一手段であり、従来より
種々の検討がなされてきた。
【０００４】
　このような耐熱防護服として、例えば特許第３８８８８６１号公報には、アラミド繊維
からなる表地層と裏地層から構成される防護服が開示されており、該防護服が耐火炎試験
（ＩＳＯ９１５１）の要求性能を満たしていることも示されているが、該防護服は２層構
造であり、しかも裏地層が表地層に比べて薄い構造を有しているため、耐輻射熱試験（Ｉ
ＳＯ６９４２）の要求性能を充分に満たすことができないという問題があった。
【０００５】
　また、特許第３７６８３５９号公報には、遮熱性とヒートストレスを改善するため、３
層構造の遮熱層に、熱により膨張する有機ポリマーで形成された中空子からなる膨張剤を
含ませた防護服が開示されているが、該防護服も裏地層が表地層に比べて薄い構造を有し
ているため、防護服全体の厚さが増加する割には耐輻射熱試験（ＩＳＯ６９４２）の要求
性能が向上せず、しかもコーティングや浸漬法により膨張剤を坦持させているので、洗濯
による耐久性が懸念されるという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第３８８８８６１号公報
【特許文献２】特許第３７６８３５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は上記従来技術を背景になされたもので、その目的は、高遮熱性と軽量性、また
柔軟性を有すると共に、耐薬品性及び透湿防水性にも優れた耐熱性防護服を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは上記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、表地層、中間層、及び遮熱
層からなる防護服において、該遮熱層をアラミド繊維とポリエステル繊維とで構成させる
とき、所望の耐熱性防護服が得られることを究明した。
【０００９】
　かくして本発明によれば、表地層、中間層、遮熱層からなる耐熱性防護服であって、該
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遮熱層が下記（１）～（３）の要件を同時に満足し、且つ防護服の、ＪＩＳ　Ｌ　Ａ－４
法に規定する残炎が２秒以内、ＩＳＯ６９４２に規定する耐輻射熱試験において、センサ
ー温度が２４℃上昇するまでの時間ＲＨＴＩ２４が１８秒以上であることを特徴とする耐
熱性防護服。
（１）遮熱層がアラミド繊維とポリエステル繊維を含み、その混合割合が６０／４０～９
５／５である。
（２）ポリエステル繊維の、アラミド繊維による被覆率が５０％～９０％である。
（３）ＪＩＳ　Ｌ　１０１８（有毛編物用）に規定する厚みが２ｍｍ以上である。
が提供される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、表地層、中間層、遮熱層からなる３層構造の複合布帛で構成された耐
熱性防護服の各層において、効率よく空気層を確保して熱伝導を遅延することができるの
で、残炎試験だけでなく、耐輻射熱試験においても、充分な性能を有する防護服が得られ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の耐熱性防護服の、織構造の一例を示す組織図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明を詳細に説明する。
　本発明の耐熱防護服用布帛は、表地層、中間層、遮熱層の３層をこの順序に重ね合わせ
た構造からなり、これらの層のうち、遮熱層はアラミド繊維などの耐熱性繊維を主たる構
成繊維とする耐熱性布帛から構成されている。この耐熱性繊維としては、パラ系のアラミ
ド繊維、メタ系アラミド繊維などを単独、もしくは混合使用して用いるが、他に使用でき
る耐熱性繊維として、ポリベンゾイミダゾール繊維、ポリイミド繊維、ポリアミドイミド
繊維、ポリエーテルイミド繊維、ポリアリレート繊維、ポリパラフェニレンベンゾビスオ
キサゾール繊維、ノボロイド繊維、難燃アクリル繊維、ポリクラール繊維、難燃ポリエス
テル繊維、難燃綿繊維、難燃レーヨン繊維、難燃ビニロン繊維、難燃ウール繊維が挙げら
れる。
【００１３】
　また、表地層、中間層も上記耐熱性繊維を主たる構成繊維とする耐熱性布帛から構成さ
れていることが好ましい。
　まず表地層について説明する。表地層は、好ましくはメタ系アラミド繊維とパラ系アラ
ミド繊維からなる布帛により構成され、布帛の種類としては、織編物、及び、不織布が使
用されるが、実用的には強度の点で布帛とすることが好ましい。
【００１４】
　また、該メタ系アラミド繊維とパラ系アラミド繊維は、フィラメント、混繊糸、紡績糸
等の形で使用できるが、混紡して紡績糸の形態で使用するものが好ましい。該パラ系アラ
ミド繊維の混合比率としては、表地層を構成する全繊維重量に対して、１～７０重量％で
あることが好ましい。該パラ系アラミド繊維の混合比率が、１重量％未満では、火炎に暴
露された際に布帛が破壊、つまり穴があくおそれがあり、また、７０重量％を超えると、
該パラ系アラミド繊維がフィブリル化して耐摩耗性が低下するので好ましくない。
【００１５】
　該表地層はシングルプライ、ダブルプライであってもよい。
　該表地層に対しては、コーティング法、スプレー法、又は、浸漬法などの加工法により
、フッ素系の撥水樹脂を付与して加工することが、より高い耐水性能や耐薬品性能を有す
る防護服を得るためには好ましい。
【００１６】
　本発明の中間層は、透湿防水性を有するものであることが好ましく、メタ系もしくはパ
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ラ系アラミド繊維からなる織物に透湿防水性の薄膜フィルムを積層したものが最も好まし
く用いられる。特に、最適な中間層として、難燃性素材であるポリメタフェニレンイソフ
タルアミド等のメタ系アラミド繊維からなる織布を用い、該織布に透湿防水性のあるポリ
テトラフルオロエチレン等からなる薄膜フィルムをラミネート加工したものが例示される
。
【００１７】
　このような中間層の挿入により、透湿防水性や耐薬品性が向上し、着用者の汗の蒸散を
促進するので、着用者のヒートストレスを減少することができる。
　該布帛を構成する繊維は紡績糸、フィラメントであってもよく、形態としては織物、ニ
ット、または不織布であってもよい。
【００１８】
　遮熱層はアラミド繊維とポリエステル繊維が６０／４０～９５／５の割合で含まれる織
物、不織布、またはニットであることが好ましく、８０／２０～９５／５であることがさ
らに好ましい。ポリエステル繊維の混率が５％以下の場合にはＩＳＯ６９４２に規定する
耐輻射熱試験において、センサー温度が２４℃上昇するまでの時間ＲＨＴＩ２４が１８秒
以上にならない可能性があり、一方、ポリエステル繊維の混率が４０％以上の場合にはＪ
ＩＳ　Ｌ　１０９１　Ａ－４法やＪＩ　Ｓ　Ｌ　１０９１　Ａ－１法の試験時に残炎が見
られたり、また溶融する可能性が考えられる。
【００１９】
　また、本発明においては、ポリエステルの混率が５％～４０％であっても、ポリエステ
ル繊維がアラミド繊維に被覆されていることが肝要であり、そのポリエステル被覆率は５
０％～９０％であることが必要であり、好ましくは７０％～９０％、さらに好ましくは７
５～９０％である。被覆率が５０％未満の場合にはＪＩＳ　Ｌ　１０９１　Ａ－４法やＪ
Ｉ　Ｓ　Ｌ　１０９１　Ａ－１法の試験時に残炎が見られたり、また溶融する可能性があ
り、一方、被覆率が９０％以上を越える場合には被覆率が高いために厚みが出ず、ＩＳＯ
６９４２に規定する耐輻射熱試験において、センサー温度が２４℃上昇するまでの時間Ｒ
ＨＴＩ２４が１８秒以上にならない可能性がある。
【００２０】
　また、防護服の目付けは４２０～５２０ｇ／ｍ２が好ましく、目付けが４２０ｇ／ｍ２

より軽量であると、上記の残炎試験や耐輻射熱試験に合格することが困難となる場合があ
る。また目付けが５２０ｇ／ｍ２以上である場合、防護服の重量が増加し、着用者の動き
が阻害されるようになる。
【実施例】
【００２１】
　以下、実施例を挙げて本発明を更に詳しく説明する。なお、実施例に用いた評価項目の
測定は下記の方法で行った。
　（１）目付け
　ＪＩＳ Ｌ １０９６に準拠し、測定を行った。
　（２）厚み
　ＪＩＳ Ｌ １０１８（有毛編物）に準拠し、３ｇ／ｃｍ２の荷重をかけ測定を行った。
　（３）ポリエステル繊維の被覆率
　ポリエステル繊維がアラミド繊維に被覆されてなる紡績糸をＳＥＭ観察し、その写真か
ら以下の式により算出した。
ポリエステル被覆率（％）＝（（紡績糸全体の面積）―（ポリエステル繊維露出面積））
／（紡績糸全体の面積）×１００
　（４）耐輻射熱試験
　ＩＳＯ６９４２（２００２）に基づき熱流束４０ｋＷ／において、輻射熱暴露開始から
銅製のセンサが２４℃上昇するまでの時間、ＲＨＴＩ２４を求めた。
　（５）燃焼性
　ＪＩＳ　Ｌ　１０９１に準拠し、試料に３秒間接炎した際の残炎時間を測定した。
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　　［実施例１］
　表地層として二重構造布帛を使用し、外側には、ポリメタフェニレンイソフタルアミド
繊維（帝人テクノプロダクツ社製、商標名：コーネックス）とコパラフェニレン・３、４
’オキシジフェニレンテレフタルアミド繊維（帝人テクノプロダクツ会社製、商標名：テ
クノーラ）とを混合比率が９０：１０となる割合で混合した耐熱繊維からなる紡績糸（番
手：４０／２）を用いた平織を配し、また、内側にはコパラフェニレン・３、４’オキシ
ジフェニレンテレフタルアミド繊維（帝人テクノプロダクツ会社製、商標名：テクノーラ
）１００％の紡績糸（番手：４０／－）を用いた平織を配して製織した。外側、内側織物
は、内側のテクノーラにて格子状に結接されており、その格子間隔は２０ｍｍであった。
該表地層の目付けは２００ｇ／ｍ２であった。
【００２３】
　中間層には、ポリメタフェニレンイソフタルアミド繊維（帝人テクノプロダクツ社製、
商標名：コーネックス）とコパラフェニレン・３、４’オキシジフェニレンテレフタルア
ミド繊維（帝人テクノプロダクツ会社製、商標名：テクノーラ）とを混合比率が９５：５
 となる割合で混合した耐熱繊維からなる紡績糸（番手：４０／－）を用いて平織に織成
した織布（目付：８０ｇ／ｍ２）にポリテトラフルオロエチレン製の透湿防水性フィルム
（ ジャパンゴアテックス社製）をラミネートしたものを使用した。
【００２４】
　遮熱層には、ポリメタフェニレンイソフタルアミド繊維（帝人テクノプロダクツ社製、
商標名：コーネックス）とコパラフェニレン・３、４’オキシジフェニレンテレフタルア
ミド繊維（帝人テクノプロダクツ会社製、商標名：テクノーラ）とを混合比率が９５：５
となる割合で混合した耐熱繊維からなる紡績糸（番手：４０／－）１と、３３ｄｔｅｘ／
１２フィラメントのポリエチレンテレフタレート繊維（THY N301S SDC；帝人ファイバー
社製）１本と上記１とを合糸し、Ｓ方向に500回撚りを掛けた糸条２とを図１に示す組織
図に従って、織り密度を経１１３本／ｉｎｃｈ、緯８０本／ｉｎｃｈとして製織した織物
を、８０℃１分間糊抜きを実施、また最終セットを１８０℃にて１分間実施して使用した
。
　上記表地層、中間層、遮熱層の３層を重ねて用い縫製して耐熱性防護服を得た。得られ
た耐熱性防護服の評価結果を表１に示す。
【００２５】
　　［実施例２］
　実施例１において、３３ｄｔｅｘ／１２フィラメントのポリエチレンテレフタレート繊
維（THY N301S SDC；帝人ファイバー社製）１本と上記１とを合糸し、Ｓ方向に860回撚り
を掛けた糸条２を用いる以外は実施例１と同様に実施した。結果を表１に示す。
【００２６】
　　［比較例１］
　実施例１において、３３ｄｔｅｘ／１２フィラメントのポリエチレンテレフタレート繊
維（THY N301S SDC；帝人ファイバー社製）１本と上記１とを合糸し、Ｓ方向に450回撚り
を掛けた糸条２を用いる以外は実施例１と同様に実施した。結果を表１に示す。
【００２７】
　　［比較例２］
　実施例１において、遮熱層として、５６ｄｔｅｘ／１２フィラメントのポリエチレンテ
レフタレート繊維（THY N800S SDC；帝人ファイバー社製）を２本合糸し、Ｓ方向に500回
撚りを掛けた糸条のみを用いた織物を使用した以外は実施例１と同様に実施した。結果を
表１に示す。
【００２８】
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【表１】

【産業上の利用可能性】
【００２９】
　本発明によれば、消防隊用防護服として十分な性能を有する、表地層、中間層、遮熱層
からなる３層構造の耐熱性防護服が得られる。
【符号の説明】
【００３０】
　１　耐熱繊維からなる紡績糸
　２　紡績糸とポリエチレンテレフタレート繊維との合撚糸

【図１】
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